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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和４年度 第７回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和５年３月２７日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時５２分 

開 催 場 所 Ｌ・ソフィア ３階第３・４学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 片野 和惠 副委員長 徳永 裕文 委員 

小島 まゆみ委員 平井 有希子委員 橋本  優 委員 

小川 節子 委員 山下 友美 委員 田中 孝子 委員 

亀田 彩子 委員 佐藤 英二 委員 新井ひでお 委員 

長澤こうすけ委員 水野あゆみ 委員  

【事務局】 

松本 令子 多様性社会推進課長 三堀 事業調整担当係長 

秋谷 男女共同参画推進係主任 星屋 男女共同参画推進係主任 

梶原 男女共同参画推進係主任  

【傍聴者】３名 

会 議 次 第 １ 前回（１／２６開催）委員会のふりかえり 

２ 男女参画プラザ講座業務委託に関する３月期評価（下半期） 

３ 第８次男女共同参画行動計画（案）、公的表現ガイド（案）につい 

  て 

４ 事務連絡 

  （１）来年度の委員会（予定）について 

  （２）その他 
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資 料 

 
・資料１：令和４年度第６回男女共同参画推進委員会（１／２６）の 

     要点 

・資料２：男女共同参画に関する委託講座評価の流れ 

・資料２－１：令和４年度足立区男女参画プラザ委託講座開催一覧表 

       （下半期評価分） 

・資料２－２：令和４年度足立区男女参画プラザ講座委託事業実績報告 

       書（下半期分） 

・資料２－３：男女参画プラザ講座評価基準 

・資料２－４：男女参画プラザ講座評定表 

・資料３：第８次男女共同参画行動計画（案） 

・資料４：あだち公的表現ガイド（案） 

・その他１：令和４年度第６回男女共同参画推進委員会（１／２６） 

      会議録 

そ の 他 
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（審議経過） 

２ 男女参画プラザ講座業務委託に関する 

  ３月期評価（下半期） 

（松本課長） 

 それでは、定刻になりました。 

 皆様、こんにちは。よろしくお願いいた

します。 

 今年度最後となります令和４年度第７回

足立区男女共同参画推進委員会を開催いた

します。 

 司会は、本日も多様性社会推進課長の松

本が行います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 本委員会は足立区男女共同参画推進委員

会の規則第４条に基づきまして、委員の半

数以上のご出席がなければ会議を開くこと

ができませんが、本日は委員16名に対しま

して、現在13名となっておりますので、有

効に成立をしております。 

 なお、同規則の第５条によりまして、当

委員会は公開となっております。本日の傍

聴人は３人です。 

 あわせて、同規則第７条によりまして、

会議録作成のため会議の内容を録音させて

いただいております。皆様のご発言につき

ましては、ご確認いただいた上でホームペ

ージ等で公開いたします。 

 なお、前回の議事録は、後日お配りして

いきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 それでは、ここから石阪委員長に進行を

お願いいたします。 

（石阪委員長） 

 石阪です。よろしくお願いします。 

 年度最後ということでもありますし、恐

らく２年任期ということですので、委員の

皆さんもこれが最後と、一旦ここで区切り

の日ということになります。 

 本日は、これまで計画であったり、表現

ガイドであったり、皆様にご意見をいただ

きましたけれども、まず先に、委託講座の

評価、こちらをお願いしたいと思います。

ですので、こちらを前半でやっていただい

て、後半、また皆様からご意見をいただく

場を設けたいと思います。 

 それでは次第に沿って進めてまいります。 

 前回の振り返りはそちらのほうでやると

して、まずは次第２から先にいきます。委

託講座の評価についてです。事務局からお

願いします。 

（松本課長） 

 では皆様、お手元の資料２、男女共同参

画に関する委託講座の評価の流れ、今回初

めて評価をされる方もいらっしゃいますの

で、改めて内容についてお話しさせていた

だきます。 

 まずこちらで今回評価する委託講座です

けれども、第７次足立区男女共同参画の行

動計画に基づいて、区が委託した事業者が

年間約20本の講座を実施しております。 

 評価は年２回ございまして、前半につき

まして10月の推進委員会で実施済みでござ

います。 

 今回は下半期の評価ということで、９月

以降の講座について、後ほど担当から講座

の内容等を説明した上で、皆様に資料２－

４の評定表に直接点数をつけていただき、

本日中にこちらの点数を集計、皆様に公表

するという流れになります。 

 まず、２の評価、推進委員会でこの認定

表を作成いたします。 

 ３番の総合評価表は、資料２－４の評定

表を基に、事務局で集計するものです。後

ほど計画案などのご報告後に再度、集計結

果の発表という流れにいたします。 

 本委員会終了後、事業者へ評価結果を通
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知いたします。評価はＡＢＣＤＥという形

で、Ｅがついてしまうと次年度の委託継続

ができなくなるというものです。10月に上

半期の評価結果をふまえ、次年度の契約を

する流れです。例えば今回Ｅがついた場合

は、ひとまず令和５年の契約は続きますが、

次回上半期評価でＥがつくと契約期間が残

っている場合でも次年度更新ができません。 

また、２回の評価で続けてＤ判定になると、

次の契約更新はできません。 

 最長で３年間の委託のため、令和５年が

３年目となります。令和４年度上半期の評

価では継続という評価になりましたので、

令和５年も同じ事業者と契約ということで

進めております。 

 今回の下半期の評価については、講座内

容や集客率などを後ほど見ていただき、点

数をつけていただければと思います。 

 ここからは担当から各講座について説明

いたします。よろしくお願いいたします。 

（秋谷主任） 

 皆様こんにちは。多様性社会推進課講座

担当の秋谷と申します。よろしくお願いい

たします。座ったまま失礼させていただき

ます。 

 本日、皆様のお手元に、資料２－１と資

料２－２というのがございます。こちらは

Ａ４の横のサイズの資料２－１とＡ３の横

のサイズ、資料２－２、こちらを一旦お手

元にご用意いただければと思います。これ

に基づいて説明させていただければと思い

ます。 

 Ａ４横の資料２－１については、講座、

下半期の一覧のほうを載せてございます。 

 そしてＡ３横については、その一覧表と、

再掲の部分もございますけれども、これに

対して集客率であったり、満足度の評価、

多様性推進課の意見ですとか、最終的な評

価の件数などを記載しております。こちら

をお目通しいただきながら、ご説明させて

いただければと思います。 

 それぞれ一つずつの講座について説明さ

せていただきます。 

 では初めに、９番の講座から簡単に説明

させていただきます。 

（梶原係員） 

 ９番、せまりくる首都直下地震！？「避

難所を舞台にした講談＆講演」についてで

す。 

 こちらにつきましては、発災時だけでは

なく、平時の備えや、避難生活、復旧・復

興時等、長期的な視野で日頃から災害につ

いて考えることを目的として実施いたしま

した。 

 参加者からは、講談については、臨場感

があり、決して楽しい話ではなかったが、

引き込まれた。講演については、講談の解

説のほか、避難所を運営した実体験の話が

あり、とても分かりやすかったなどの感想

があり、参加者の満足度も高く、事務局と

して評価５といたしました。 

（松本課長） 

 チラシも、この講座について添付してお

りますので、参考にしていただければと思

います。 

（秋谷主任） 

 続きまして、表一覧の10と11、こちらが、

ダンスワークショップ「Break the Chain」

暴力の鎖を断ち切ろう！という講座でござ

います。 

 こちらについては、２回連続講座になっ

ておりまして、「Break the Chain」という

ダンスがございまして、こちらは世界の暴

力防止キャンペーンのテーマダンスという

ことで踊られているダンスでございます。 

 こちらは、募集の際に、このダンスとい
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うのは何ぞやというところで、それ自体の

周知が必要だというところがございまして、

なかなか集客には結びつかなかったところ

という部分がございますが、実際に参加い

ただいた方々に、この講座の趣旨を理解し

ていただいて、こういうダンスなんだと、

踊りやすいダンスなんだ、いろいろなジャ

ンルの方も踊れるダンスなんだというのを

分かっていただいて、これはみんなに広め

たほうがいいねとか、そんなような評価を

得て、非常に内容としては充実した講座に

なったというところでございます。 

このダンスを覚えるほかに、併せてＤＶの

講座のほうも簡単に分かりやすく説明が入

りましたので、内容的には高い講座、集客

については若干弱い部分がございましたが、

事務局としては５という評価をさせていた

だいております。 

（松本課長） 

 ちなみに、皆様のお手元に、講座で使っ

た資料も、パワーポイント資料もお手元に

お配りさせていただいております。 

（梶原係員） 

 続きまして12番、～ゆらぎ世代のあなた

へ～輝く未来のために今できること。この

ゆらぎ世代というのは、更年期世代の方へ

というような意味になります。 

 一人一人が自分らしく、安心して心豊か

に暮らしていくため、ライフステージや個

性にあった心身の健康維持、増進を目指す

ことを目的として実施しました。 

 月経トラブルや更年期など、ライフステ

ージを通して、女性の健康と権利について

講演がされました。 

 参加者の方も熱心にメモを取るなど、講

師の方の話に耳を傾けており、参加者の満

足度も高く、こちらも事務局として評価５

といたしました。 

 続きまして13番、14番、ココロとカラダ

のセルフディフェンス。こちらについては

２回連続の講座となっております。 

 講座全体としては、ＤＶ防止というテー

マの下に、講義を交えながらヨガや護身術

で体を動かしていただくということを目的

として実施いたしました。 

 ヨガ編につきましては、セルフマッサー

ジやヨガを通してリラックスした時間を過

ごすことができた、また他人との距離感に

ついても学ぶことができたとの感想があり

ました。 

 ２回目の護身術編については、護身術、

自分自身の身の守り方を学べたのはもちろ

んだが、心も元気になったとの感想をいた

だきました。 

 こちらは２回とも参加者の満足度がとて

も高く、事務局として評価５といたしまし

た。 

（松本課長） 

 この講座は２本とも申込みが定員の倍、

40人近く、人気のあった講座です。 

（梶原係員） 

 続きまして15番、シングルママ・パパ＆

キッズに贈るクリスマス企画ということで、

こちらはシングルファミリーを限定にした

講座となっていますおります。日頃忙しく

してゆっくり買物などすることができない

ママやパパには、プロスタイリストによる

洋服のコーディネート、子どもに向けては

クリスマスリースづくりを実施いたしまし

た。 

 親と子がそれぞれ別の空間で体験や経験

を積むことを目的として実施いたしました 

 子どもたちは思い思いに様々なパーツを

組み合わせて、オリジナルのクリスマスリ

ースを作成していました。 

 また、ママたちからは、自分に似合う洋
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服が分かった、少しの間でも子どもと離れ

てリフレッシュすることができてよかった

との感想があり、こちらも満足度が高く、

事務局として評価５といたしました。 

（秋谷主任） 

 続きまして16番、高校教師が語る「性的

マイノリティーのリアル」でございます。

こちらはＬＧＢＴの啓発という形の講座で

ございます。 

 この講座の特徴としまして、講師が性的

マイノリティーの当事者、かつ現役の高校

教師の方をお招きしてという形で行った講

座でございます。 

 経験に基づく内容で、大変理解しやすく、

受講者の心に響いたというような講座であ

りました。 

 参加者からは、当事者からの意見とかお

話というのはなかなか聞くことができない

というような形で、そのようなご意見をい

ただいたところでございます。 

 また、これによって、当事者が自分の周

りにもいるんじゃないかというような意識

を持つきっかけになったというような意見

もいただいたところでございます。 

 評価については、講座の開催時期等で加

点がつかないところもございましたので、

評価４という評価をさせていただいており

ます。 

 続きまして17番、パートナーとのコミュ

ニケーションのズレから気づくＤＶのサイ

ンでございます。 

 こちらについては、お互いに尊重し合え

る関係をつくるためにということで、何か

パートナーに言いたいことがあるのに我慢

しているですとか、そういったコミュニケ

ーションのずれからＤＶの発端になるので

はないかということで、それに気づくため

に、お互いに相手も自分も大切にするとい

うのに気づいていただくという講座でござ

います。 

 こちら、アサーションという手法がござ

いまして、主にアサーションという手法を

学んでいただくという講座でございます。 

 これを学んだことによって、今までの考

えとか言動を振り返るいい機会になったの

ではないかというようなお話をいただいて

おります。 

 ただ、なかなか実践にまで踏み込んで、

時間的な配分でやれなかった部分がありま

して、実践もできたらよかったというよう

な意見もいただいたところでございます。 

 というところで、事務局としては、４点

という評価をさせていただいております。 

 続きまして18番、モラハラ、ＤＶから自

分を守る女性のための法律知識でございま

す。 

 こちらについては、実際に離婚を考えて

いた方であったり、そういった方の複数参

加がありまして、ニーズの大変高い講座で

あったという形で判断しております。 

 先生には相談ケースに基づいたお話をい

ただいて、大変分かりやすい内容でござい

ました。 

 参加者は、なかなかモラハラかどうか分

からなかった部分というのも、この講座を

受けて知識がついたということで、受講者

については大変参考になった講座ではない

かなと思っております。 

 ということで、事務局のほうでは、５点

の評価をさせていただいております。 

（松本課長） 

 女性向けの法律講座が毎年人気の高い講

座となっております。 

（梶原係員） 

 続きまして19番、「産後パパ育休」「パ

ワハラ防止」義務化への対応です。 
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 こちらにつきましては、2022年に法改正

が実施された育児介護休業法改正を中心に、

産後パパ育休制度やパワハラ防止規定につ

いて、内容の理解、及び就業規則の改定の

必要性、企業としてワーク・ライフ・バラ

ンスを推進することを目的として実施いた

しました。 

 中小企業が取り組まなければならない法

改正の内容が網羅されており、受講者には

有意義な内容だったと思われます。 

 一方で、内容を盛り込み過ぎてしまった

ために、最後が若干駆け足となってしまっ

たところが残念で、内容についての受講者

の満足度はとても高かったのですが、開催

日ですとか、時間配分について、改善を希

望する声があり、事務局としては評価４と

いたしました。 

（秋谷主任） 

 続きまして、最後、20番、シングルファ

ミリー限定「人気メニューde弁当づくり」

でございます。 

 こちらにつきましては、ひとり親家庭を

対象にした講座でございます。こちらは、

親子そろって料理をする環境がなかなか、

家では大きなキッチンがなかったりとか、

そういったことがあるかということで、今

回のような場の設定をいただいたというこ

とで、大変好評で満足度も高かった講座で

ございます。 

 これも特徴としまして、講師に、ギャラ

クシティで行っている子ども食堂のたべる

ばさんのほうにお願いしまして、そういっ

た形で区内で連携した形での講師をお呼び

して実施した講座でございます。 

 これでこの講座後も地元の子ども食堂と

つながるような感じで、参加者の方には、

子ども食堂の情報とかを提供することで、

ひとり親家庭の方は有意義な情報を得るこ

とができたのではないかということで評価

しております。 

 こちらについては、事務局は５点の評価

をしております。 

 雑駁ではございますが、以上で一覧に基

づいた講座の評価のご説明でございます。 

 先ほど課長からもご説明があったんです

けれども、こちら講座に関するチラシがお

手元にカラーのものがございますのと、あ

とは白黒Ａ４横になりますが、各講座で参

加者に配られた資料、パワーポイントとか

映像で投影された資料をお手元につけてご

ざいますので、こちらをお目通しいただい

て、これから評価していただく参考にして

いただければと思っております。 

（松本課長） 

 皆様、今説明が駆け足だったかと思いま

す。これからお時間を10分ほど取りますの

で、内容を確認しながら評定表のご記入を

お願いします。 

 ちなみに、評価基準につきまして、資料

２－３というのが参考になるかと思います

ので、こちらも一緒にご覧になっていただ

ければと思います。 

（石阪委員長） 

 もしご質問があれば。 

（佐藤委員） 

 このいただいていたアンケートの結果だ

とか、感想とか意見はたくさんあるんです

けれども、これは多分全てではないと思う

んですけれども、事務局さんのほうで取捨

選択されているのか、またはもしもっとあ

るんであれば、全部こういった、ばっと出

すんじゃなく、エッセンスだけ出していた

だいたほうが分かりやすいかなと私は思い

ました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 
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 ありがとうございます。 

 こちらは事務局、いかがでしょうか。 

（秋谷主任） 

 おっしゃるとおり、アンケートというの

は個別に取っておりまして、その中で、こ

ちらの実績報告書に上げられているのは、

その中のエッセンス、主要な部分を上げさ

せていただいているところでございます。

それに基づいて委託事業者の意見、多様性

社会推進課の意見ということでエッセンス

を掲載しております。 

（佐藤委員） 

 ありがとうございます。 

（石阪委員長） 

 ですから、全てではないということです

ね。幾つかピックアップして、主立ったも

のを載せている。重複したものは省いてい

ると。 

 ほか、何かご質問は。 

 これから評価もいただくんですけれども、

５、４、３、２、１と評価はありますが、

こちらのほうも大丈夫でしょうか。皆さん

には、丸をつけて提出いただくことになる

んですが。 

（秋谷主任） 

 補足ですけれども、ちょっと紛らわしか

ったかもしれないですが、事務局では一つ

一つの講座に先ほど説明した評価をつけて

おりますけれども、皆さんに評価いただく

のは講座全体としての評価ということで、

この資料２－３の評価基準に基づいて５段

階で評価していただくという形になります。 

（石阪委員長） 

 事務局評価のほうは１個１個、全て５段

階で評価していますが、皆さんはこれを全

てトータルして、この講座全体評価が幾つ

だったかということになります。 

 ですので、一つ一つではなくて、全体の

評価をお願いしたいということですね。 

（小川委員） 

 評価のことではないんですけれども、16

番の実施講座名のところで、「高校教諭が

語る」となっておりますが、これは利用者

の意見のところでも、「高校教師の講師の

話は」となっておりますね。統一されたほ

うが。 

（石阪委員長） 

 これは間違ったそうです、誤植。 

（小川委員） 

 誤植ですよね。 

（石阪委員長） 

 そういうことです。間違いです。 

（小川委員） 

 あえて分からない言葉を刷り込んだのか

と思いました。 

（松本課長） 

 申し訳ございません、誤植です。 

（小川委員） 

 単なる誤植ですね、分かりました。 

（石阪委員長） 

 今回の場合、２つほどＺｏｏｍでの、オ

ンラインの講座がたしかありましたね。で

すので、それ以外は、全部対面で行ってい

ます。16番と19番の２つについてはオンラ

インで行ったということになります。 

（松本課長） 

 ちなみに19番の講座については、育児介

護休業法などの法改正に合わせ、企業へ周

知してもらいたい内容を追加していただき

ました。 

（片野副委員長） 

 質問なんですけれども、16番のほうが今、

Ｚｏｏｍというふうにお聞きして、Ｚｏｏ

ｍなのに定員が20というのはどこから来た

のかなと、少し。多くの方でもよろしかっ

たんではないかと思ったんですが。 
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（秋谷主任） 

 一定の講座の基準としておおむね１講座

20名程度という委託の仕様になっておりま

して、おっしゃるとおり、その講座によっ

て多少前後があってもよろしいんですけれ

ども、当然、申込みがあれば受入れ可能な

範囲まで受け付けさせていただきたいとい

うものもございましたが、今回は20人とい

うことにさせていただきました。 

 また一遍に、質疑応答とかそういったと

ころもあったりも含めまして、あまり多過

ぎてともいうことも考慮して、20人という

形にさせていただきました。 

（石阪委員長） 

 恐らくＺｏｏｍでも、一方的に流すウェ

ビナーみたいなものだったらもっと多くも

多分可能だと思うんですね、極端にいうと

100人でも200人でもいいんですけれども、

恐らくＺｏｏｍだと、その後に質疑応答と

か、場合によってはグループワークのよう

なことをもしやるということになると、あ

る程度人数が絞られてくるのかなと思いま

す。 

 今回の場合は、ウェビナーではなくて、

いわゆるＺｏｏｍでやったということです

から、場合によっては顔を出しながら、コ

ミュニケーションを取りながらということ

もあったので、人数が恐らく20人というこ

とになったんだろうと思います。 

（秋谷主任） 

 委員のご意見を踏まえて、またその辺の

部分で、今後の運営に生かしていければ。 

（石阪委員長） 

 また今後、本当に一方的な講義であれば、

多くても大丈夫ですから。 

（秋谷主任） 

 今回は初めてのケースで、Ｚｏｏｍをや

って経験が浅いもので、ちょっとやらせて

いただきました。 

（松本課長） 

 もし、既に評定表をご記入済みの方がい

らっしゃれば、事務局が回収にまいります。 

 現在パブリックコメントの最中ですが、

表現ガイドについての意見がほとんどです。

（石阪委員長） 

 13ページですね。表現ガイド（案）の13

ページにある乳がん検診のポスターに対す

るご意見、ご批判。 

（松本課長） 

 区としては、これが不適切ということで

掲載しているわけではなく、こういう事例

があったということで掲載しているもので

すが、不適切と言っているように見えると

いうご意見です。 

（石阪委員長） 

 下にも説明が書いてあるとおり、このポ

スター、実は一部の外部機関の掲載基準に

合わずに掲載が実際にできなかったという

ことがありました。ですので、チェックを

してくださいという、そういうような、区

としてはご提案だったんですね。これが別

に駄目だと言っているわけではなくて、実

際にこれで駄目でした、こういうケースが

ありましたのでということです。 

 それで新しいほうの乳がん検診、右側の

ほうに変わったということですね。 

 それでは、結果については、今集計中と

いうことで、その間を利用して、議事のほ

うを先に進めてまいりたいと思います。 

 

１ 前回（１／22開催）委員会のふりかえ 

  り（石阪委員長） 

 次第でいうと、ちょっと前に戻りますけ

れども、前回委員会の振り返りから進めて

いきたいと思います。これはお手元資料１

になります。 
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 前回、皆さんに第８次の行動計画（案）、

それと先ほどありましたあだち公的表現ガ

イド、こちらについてご議論、ご意見をい

ただきました。 

 計画についてですけれども、上から順に

いきますが、（１）用語説明については、

例えばコラム等で説明していくのがよいだ

ろうと。横文字が結構たくさんありました

ので、そのあたりは分かりやすい表現を、

どこかで入れて説明していく。 

 それから働き方改革について（２）です

けれども、こちらはいろいろ皆さんにご意

見をいただいたんですが、長時間労働につ

いて、皆さんからかなりご意見がありまし

た。これはどう是正していくのか、そうし

なければ、なかなか子育てに時間を振り向

けるのは難しいのじゃないかというご意見

であったり、あとはこの指標をどうするか。

なかなか足立区として独自の指標というの

はありませんので、長時間労働で、これだ

け縮減しました、減りました、いろいろな

ところが取り組んでいますというものをど

うやって指標化するのかというところは一

つ課題になるだろうということです。 

 それからもう１点としては、リモートで

すね。これはかなりカウントの仕方が難し

くなります。むしろ労働時間が延びたのか、

短くなったのか、この辺も今後どういう形

でこれを精査していくのかというところも

課題ということになります。これはや国や

都の調査結果を待ちたいというところだと

思います。 

 それから各国の比較であったり、それか

ら意識そのものを変えていく、働く人の意

識を変えていく、そういったところが盛り

込まれているとよいのだろうと、こういう

ご意見です。 

 それから男女平等について、これは委員

さんの考えにもよるんですが、５対５にす

ることが目的なのではないと。実質的な平

等とは何なのか、これをやはり考えていく

必要がある。これは恐らく委員さんとか、

審議会等の委員とか管理職、これを平等に

することが目的なのかどうかということに

対してのご意見だったのかな。５対５にす

るのではない。平等とは何か、こういうこ

とが大事ですよと。これもご意見ですね。 

 それから４番目、苦情処理手続について。

これは、苦情処理手続の運用や活用、これ

を盛り込んでいくのはどうかということで

すね。これはなかなかいろいろな苦情処理

が出てくるだろうと。これを制度としてき

ちんと位置づける。 

 それから５番目は、これは足立区の課題

の一つでもありますけれども、困難を抱え

る女性の支援法について、これは令和６年

から施行されると。この計画が関連計画と

して位置づけられるということになります。

ですので、それについてのご意見。 

 そうなってくると、法の中身を計画の中

に入れていくことも大事であると。こちら

の計画が先行してできるわけですけれども、

そのあたりの、むしろこちらが先にできる

ので、その辺を注意していただきたいとい

うこと。 

 それから次のページで、今度は先ほどあ

った公的表現ガイドですけれども、これも

皆さんにいろいろ意見をいただきましたが、

この場では、ネガティブな意見はあまりな

かったと記憶しています。むしろこういっ

たものを自治体がちゃんと指標としてつく

り、それを庁内で徹底し、皆さんのご意見

でいうと、企業や民間でも、これを配って、

それをご活用いただきたいと、このような

意見が多かったと思うんですけれども、一

つは表現の自由の問題。 
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 先ほども課長のほうからお話があったと

おり、例えば表現、漫画とかアニメとか、

そういう中でこういうものを規制するのは

どうなのかと、こういうご意見があるとい

うことですから、その表現の自由とのバラ

ンスの問題ということにもなるんですが、

ただ、これはちょっと表現の自由という問

題にしてしまっていいのかという問題も私

にはあります。 

 これはかなり、実はご覧になって不快に

思う方がいる、あるいはこれで差別を助長

する、そういった表現については、やはり

行政として一定のガイドラインをつくると

いうことは私は必要だと思っていますので、

これは足立区のみならず、ほかの自治体で

も今こういうのがどんどんできている状況

ですから、その流れに則して、足立区もこ

ういったものをつくったということになり

ます。 

 また、これは皆さんからご意見をいただ

きたいと思っています。 

 最後が年次報告書ですが、こちらについ

て、先般、私のほうで区長のほうに対して

年次報告書をお持ちして、ここでの議論の

プロセスをいろいろ説明させていただきま

した。 

 区長としても、この８次の計画と、この

特に足立区の公的表現ガイド、こちらにつ

いては、かなりすばらしいものができてい

るということで、これはぜひ区として進め

ていきたいというお話もいただきましたの

で、行政のスタンスとしては、やはりこう

いったものを活用しながら、男女共同参画

を前に進めていこうと、こういう思いを強

く私は受け止めましたし、また皆さんのこ

ういったご意見もお話しさせていただきま

した。 

 ですので、今後、議会決定を経て、これ

がどうなるかということになるんですが、

今日はこの公的表現ガイドと、先ほどの第

８次計画、こちらは今ちょうどパブコメが

まだ途中なんですね。30日がたしか締切り

なので、今出てきているものを皆さんにご

紹介しながら、実際、区民の皆さんの目線

で見たときにどういうふうに感じるのかと

か、あるいはそういったご意見、賛否も含

めていろいろあると思うので、それをここ

でご紹介して、皆さんから改めてご意見を

伺いたいと思います。 

 ただ、この委員会としては、こちらは出

来上がっているというか、ある程度形にな

っているものですので、またこれ、パブコ

メを経て、最終的な見直しをします。そこ

からまた議会に上がって決定というプロセ

スになると思うんですけれども、どこまで

皆さんのご意見が反映させられるかどうか

分からないんですが、なるべくこの委員会

で出てきたこと、これを含めて最終的な案

に持っていきたいと思いますので、今日は

時間がありますので、また皆様からいろい

ろとご意見をいただければと思います。 

 ここまでが振り返りですけれども、よろ

しかったでしょうか。 

 そう考えると、今年、特に１年間、この

男女共同参画の委員会、かなり盛りだくさ

んでした。例年はどちらかというと進捗管

理が多いんですが、今回の場合は計画をつ

くりました、公的表現ガイドについてもご

意見をいただきました、様々なことがあり

ましたけれども、本日が一応、議論する場

としては最後になりますので、皆様から何

かご意見をいただければと思います。 

 ここまでよろしいでしょうか、振り返り

ですが。 

 それでは集計はまだもうしばらく時間か

ありますので、次第のほうを先に進んでい
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きたいと思います。 

 

３ 第８次男女共同参画行動計画（案）、 

  公的表現ガイド（案）について 

（石阪委員長） 

 ３番目です。第８次男女共同参画行動計

画（案）、公的表現ガイド（案）について、

こちらは事務局からお願いします。 

（松本課長） 

 今、委員長からの振り返りにもありまし

たけれども、男女共同参画の行動計画（案）

については、前回の委員会で出てきた意見

と、パブリックコメントで出てきたものも

含めまして、今日お配りした資料３の計画

に少し反映いたしました。主に用語の解説

のコラムを追加しております。16ページ、

19ページ、20ページ、21ページ、49ページ

まで、隙間がある部分には横文字のコラム

を、例えば31ページ、区の審議会に占める

女性の割合のところに「クオータ制とは」

や「ポジティブアクションとは」というこ

とで、そのページに関する用語についても

説明を入れたりというようなことをしてお

ります。 

 あと、前回出てきました男女別の仕事時

間、８時間の関連時間のグラフにつきまし

ても29ページに入れてございます。 

 ちなみに共働き世帯の仕事時間は国別に

見ておりますが、前回お話が出ていたとお

り、男性の無償労働時間を各国で比較しま

すと、著しく短い、41分、仕事が452分とい

いうのが28ページを見ていただくと分かり

ます。 

 それ以外にも、35ページにジェンダーギ

ャップ指数の2022年のグラフを入れました。

19ページは「アウティング」、ＬＧＢＴに

関しましてはこの言葉が人権問題としてよ

く出てくる言葉です。こういったことも追

加してございます。 

 他には、表紙に内容を何か説明する副題

があるとよいというご意見がありましたの

で「ジェンダー平等社会の実現を目指して」

を仮の副題として入れております。 

 あと、巻末の資料編に、こちらの計画の

関連法、例えば配偶者暴力の法律ですとか、

女性活躍推進法ですとか、あと困難を抱え

る女性への支援法なども併せて添付いたし

ました。そこが今回と前回と変わった部分

でございます。 

 計画については、以上です。 

（石阪委員長） 

 かなりコラムが充実しましたね。難しい

言葉ですね、横文字を説明いただいて、そ

れが分かるような形の表記ですね。それか

らデータについても、区として持っていな

いデータについては、やはり国のデータで

あったり、そういったものを活用してとい

うご要望でしたけれども、幾つか入ってい

ます。例えば先ほどの男性の労働時間、こ

れは有償労働に関していうと、圧倒的に長

いわけですね、日本の男性は。家事労働、

無償労働が非常に短いという、非常に特徴

的なデータになっています。こういったも

のを入れていただいている。 

 あとは、皆さんもご存じのとおり、ジェ

ンダーギャップ指数という、世界的な比較

でいうと、日本は非常に下のほう。特に経

済的な分野と政治的な分野ですね、この部

分は非常に低いと、こういうところがデー

タとして盛り込まれています。 

 ですので、だんだんといろいろ重なって、

中身が充実してきました。 

 最後に、説明があったとおり、タイトル、

これはサブタイトルとして、ジェンダー平

等社会の実現を目指してと、ジェンダー平

等という言葉をここに入れていただいたと。
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この計画の趣旨を端的に示すものとして、

この副題をつけさせていただいたと、これ

は事務局からのご提案ですけれども、まず

こちらの計画のほうについて、皆様からご

意見があればいただきたいと思うんですが、

いかがでしょうか。どうでしょうか。 

 まだパブコメがそろっていないので、こ

れからもう少し見直しがあるかもしれませ

んけれども、よろしいですか、こちらにつ

いては。 

（松本課長） 

 ちなみに、パブリックコメントの中に、

マイクロアグレッションという言葉も入れ

たほうがいいというご意見がありまして、

それも用語説明として追加しました。 

（石阪委員長） 

 入れていただいたんですね。 

（松本課長） 

 はい。人権のところに入れています。初

めて聞く言葉もあるかと思うんですけれど

も、20ページです。小さな攻撃という意味

です。 

 アンコンシャスバイアスを理由としまし

て、人に小さな攻撃―本人は全然気づか

ない間に相手を傷つけているというような

意味で使われます。ＬＧＢＴでも使われる

言葉です。 

（石阪委員長） 

 ハラスメントでもよく使われますね。気

づいていないんだけれども、結果的に人を

傷つけてしまうとか、差別につながると。 

 なかなか難しいですね、こう考えると。

この５年間で、我々が認知した言葉がたく

さん出てきますので、なるべく必要な用語

については、こういうところに表記してい

ただければと思いますので。 

 あとはよろしいですか、取りあえずこち

らについては。 

 あとはパブコメの中で何かありましたか。

主立ったご意見。 

（松本課長） 

 今のマイクロアグレッション以外ですと、

計画と公的表現ガイドを周知してほしいと

いうようなご意見がございました。 

（石阪委員長） 

 内容について、特に問題があるというよ

うなご意見は。 

（松本課長） 

 計画については、今のところご意見があ

りません。 

（石阪委員長） 

 計画については皆さん、ご議論をいろい

ろいただきまして、パブコメの中でも否定

的意見はほとんどなかったということです。

むしろこれはせっかく、出すだけではなく

て、次はどうやって周知するか、どうやっ

て皆様に知っていただくか、こういったこ

とが大事と、こういったご意見が主だった

ようです。 

 もう一つの表現ガイドのほうもいきまし

ょうか。 

 こちらのほうも少し説明をお願いします。 

（松本課長） 

 表現ガイドにつきましては、前回と特に

変更した部分はございません。 

 ご意見の中には、足立区の男女共同参画

社会推進条例の９条が、全ての人に対して、

公衆での表現についての努力義務を課して

おり、これが憲法で保障された表現の自由

を萎縮させるおそれがあるというものがあ

りました。 

 他には、先ほどの上半身の一部を強調し

たイラストを削除すべき、ほかの事例に置

き換えるべきというものが来ております 

 その他、表現ガイドの名前について、現

在は「あだち公的表現ガイド（案）」とな
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っておりますけれども、これを足立区役所

の情報発信表現における内部向けガイドと

すべきだというご意見があります。民間事

業者や区民を対象にするかのような表現は

修正せよというご意見です。 

（石阪委員長） 

 むしろここで出た意見とは反対ですね。 

（松本課長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 むしろ、民間でぜひ参考にしてもらいた

いという思いで、つくったほうがいいとい

うご意見をいただいたんですが。 

 いわゆる内部で完結するようなものにし

てくれと、そういうようなご意見でしたね。 

 たまたま僕のところにあるんですけれど

も、拝見すると、やはりこういうことがか

なり書き込まれています。 

 一つは、やはり表現の自由の問題で、先

ほど９条とありましたけれども、足立区男

女共同参画社会推進条例というのがあるん

ですが、資料編の54、55のところの９条で

す。 

（松本課長） 

 公衆に表示する情報というところを指し

ているかと思います。 

（石阪委員長） 

 何人も、公衆に表示する情報において、

性別による固定的な役割分担及び女性に対

する暴力を助長し、もしくは連想させる表

現を行い、または過度の性的な表現を行わ

ないように努めなければならない。これは

そのとおりだと思うんですけれども。 

（松本課長） 

 これが憲法に違反するというようなご意

見、表現の自由に違反するという、そうい

うご意見が来ています。 

（石阪委員長） 

 これ、徳永先生。 

（徳永委員） 

 何ページですか。 

（石阪委員長） 

 56ページ。 

（徳永委員） 

 確かに結構微妙な問題だとは思います。

表現の自由との関係では。 

（石阪委員長） 

 やはり憲法違反。 

（徳永委員） 

 憲法違反……、結論これが、じゃ、最高

裁で判断されるときに、憲法違反になると

いうことは考えにくいとは思います。これ

までの知識や経験上。 

 というのは、あくまでこれは最後、末尾

が「努めなければならない」とあって、こ

れを法律上の用語で努力義務と呼ぶんです

けれども、努力義務ですから、これを一般

国民、市民、区民に強制しているわけでは

ないので、表現の自由の制約には当たらな

いと。だから憲法21条に定めた表現の自由

の保障を制限するものじゃないということ

で、憲法違反そのもので問題には相当なり

にくいんだと思います。 

 ただ、もちろん努めなければならないと

はいえ、足立区はこういうふうなスタンス

を取っていますということは、事実上、や

はり強い公権力が区民に対して、こうして

くださいというふうにお願いしている。そ

れによって事実上の効果はあろうというと

ころはあるので、表現の自由との関係で微

妙な問題を生むのは間違いないかなと思い

ます。決して、その話が間違ったことを言

っているとは言い切れない。 

（石阪委員長） 

 なるほど。難しいですね。いわゆる憲法

違反ではもちろんないだろうと、こういう
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表記であれば。 

（徳永委員） 

 結論はそう思います。 

（石阪委員長） 

 努力義務ですから。ただ、内容としては、

ある程度足立区が強制力を持って、表現の

自由というものを制限するようにしなけれ

ばならないというふうに言っているわけで

すから、これを否定的に思う人がいて当然

だし、なくしてほしいと思う方がいるのも

当然だと、そういうご意見。 

（徳永委員） 

 とは思いますね。 

（石阪委員長） 

 なるほど。なかなか難しいですね、この

９条。 

 いかがでしょうか、橋本さん。どうです

か、憲法違反。 

（橋本委員） 

 いや、今、先生がおっしゃったように、

努力義務という話になるので、直接制限し

ているものじゃないものについて、特に憲

法問題ということは考えづらいんじゃない

かなというふうには思っておりますが。 

（石阪委員長） 

 やはり削除すべきものとして扱ったほう

いい。どうですか、そのあたり。削除した

ほうがいいというご意見もあるんですが。 

（橋本委員） 

 どれを。 

（石阪委員長） 

 ９条。９条自体を。 

（橋本委員） 

 ９条そのものを削除。 

（石阪委員長） 

 そうそう、これは要らないだろうと。 

（橋本委員） 

 ただ、努めなければならないという話に

なるので、そこは削除という話とはちょっ

と違うような気がしますけれども。削除ま

では要らないんじゃないかなと思うんです

が。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。お二方とも、一

応、憲法違反ではないというご意見ですね。 

 これはひょっとすると、パブリックコメ

ントですから、恐らく回答しなければいけ

ないと思いますので、このあたりはまず一

つは法的なものと、もう一つは、これがど

ういう意味や意義があるのかということを

併せて表記しなければいけないので、これ

はやはり必要なんですという区側のスタン

スも併せて説明しないといけないですね。 

（徳永委員） 

 今した回答は、あくまでぱっと言われて

回答したものなので、本当に何かアドバイ

ス、助言が必要であれば、正式な…… 

（石阪委員長） 

 そうですね。恐らく正式な回答をせざる

を得ないので、区としての。そのときにひ

ょっとすると先生方にいろいろとご協力を

いただくことがあるかもしれませんし。 

（片野副委員長） 

 国とか都はどうなんですかね、こういう

表現はないんですかね。 

（石阪委員長） 

 私はこれは別におかしな表現だとは思っ

ていないですし、特に削除する必要はない

と思うんですけれども、よく読んでみると、

公衆に表示する情報であるということです

ね、人に対して広くやる情報において、性

別による固定的な役割分担―例えば女性

のみに何か、子育ては女性がするものです

とか、そういうような表現ですね。 

 それからもう一つは暴力を助長するよう

な表現ですね、こういうものはしていけま
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せんと。 

 しかも連想させるような表現、または過

度の性的な表現、これは過度の性的な表現

ですね、こういったものを行わないように

努めなければならない。 

 外す論拠がいま一つよく分からないんで

すけれども。なかなか難しいところですね、

私はあっていいと思いますが、皆さん、ど

うですか。私が先に結論を言っちゃうとあ

れですけれども。 

（徳永委員） 

 外す論拠というのは、法律の規定、いく

ら努力義務であったとしても、こういうの

を公権力が制定することは、それなりにや

っぱり区民に対しての強いメッセージにな

って、それは事実上、表現を萎縮させるよ

ねと、それはいくら努力義務でも、憲法上

の表現の自由の制約になって、それは許さ

れないんじゃないですかという論拠は立ち

得るんです。 

（石阪委員長） 

 ただ、これはあくまで限定されていて、

性別役割分業に関することと。 

（徳永委員） 

 それも表現の一つ。 

（石阪委員長） 

 暴力的な表現のということですね、性的

な表現とか。 

（徳永委員） 

 もちろん暴力的な表現であっても、性的

な表現的あっても、それは表現の自由が及

ぶ範囲内になるんですよね。ただ、その制

約が合理性とされるかどうかの問題になっ

ていくので、それが制限することが必ず憲

法違反になるわけではないんですけれども、

あくまで今お伝えしたのは、あくまで外す

べき論拠として考え得ることとしてはとい

うことなので、そういう問題はありますよ

ということです。 

（石阪委員長） 

 例えばですけれども、こういう表現が駄

目とか、こういう表現はオーケーとか、そ

ういう議論は成り立つと思うんですよ、い

ろいろと。 

 例えばこれで見ると、どこまでが性別役

割分担に関するものなのか。 

（徳永委員） 

 そこも一つ問題で、まさにどこまでの表

現ならオーケーかは、この規定からは。 

（石阪委員長） 

 そうですね、具体的には分からない。 

（徳永委員） 

 非常に抽象的なんです。それは表現の自

由と、いわゆる二重の基準みたいな感じな

んですけれども、制限するには強い審査基

準を乗り越えなければいけないみたいなの

があって、基本的に厳格に、厳しく正当か

が判断されると言われるところなので、か

なりセンシティブな規定ではあるんでとい

うことは考えられる。 

 だから、抽象的なほうがむしろ…… 

（石阪委員長） 

 僕もだから抽象的なほうがいいと思って

いて。 

（徳永委員） 

 それは表現の自由の関係でいうと、抽象

的なほうが駄目なんです。 

（石阪委員長） 

 そうなんですか。 

（徳永委員） 

 はい。どこまで…… 

（石阪委員長） 

 細かくここまで駄目ですと、ここからオ

ーケーですというふうにしてしまうと、そ

れは逆に窮屈に思う方もいるかもしれない

ですけれども。 
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（徳永委員） 

 そこは考え方はむしろ、どこまでがオー

ケーで、どこまでがエヌジーなのかの判断

が、一般の市民には分かりづらいので、規

制が及ばないはずの範囲まで表現の萎縮効

果を生むから、むしろ表現の自由に対する

強い制約となって憲法違反になるという論

拠にに、どっちかというと流れやすい。 

（石阪委員長） 

 むしろ、だからこそガイドラインみたい

なものが必要なんですよと。だから区とし

て、こういったガイドラインをつくって、

このような形で区としてはやっていきます

というスタンスが成り立つわけですね、こ

れは曖昧ですからね。 

（徳永委員） 

 ガイドライン込みだと、規定から分から

ないことになっちゃうので。 

（石阪委員長） 

 ガイドラインをつくる根拠ですね。これ

があるからこそ、逆につくっていいという

ことになるわけですよね。だから多分、否

定される方は、この９条自体も取ってしま

えということをおっしゃっているわけで、

そうなってくると、９条がないとガイドラ

イン自体は必要ないということになりかね

ない、そんなものをつくる必要はないんじ

ゃないかと。 

（徳永委員） 

 それとこれとはちょっと関係ない…… 

（石阪委員長） 

 この９条というのは、この表現を、過度

の性的な表現を行わないように努めなけれ

ばならない、そのためにはどういったもの

が過度で、どういったものが過度じゃない

のかということを、ある程度区としてガイ

ドラインをつくるという整合性はあるのか

なと思ったんですけれども。ある種論拠に

なっている。 

（徳永委員） 

 私がこれを否定しているわけじゃないん

ですけれども、あくまで問題点として、多

分おっしゃりたい人というのが、もし法律

的な論拠をつけるとしたら、そういうこと

なんだろうということなんです。 

（石阪委員長） 

 そうなんでしょうね。だから９条自体を

取ってしまうというような考え方。 

（片野副委員長） 

 それでこの表現ガイドを役所の中の表現

だけにしろということですね。 

（石阪委員長） 

 一般には一切及ばないような。 

（片野副委員長） 

 及ばないような形で出してくださいと。

だから出したほうがいいということを言っ

ているわけですよね。 

（松本課長） 

 一方で、これは区民や企業にも広めたほ

うがいいというようなご意見もあります。

委員会の中でも、たしか、これは企業でも

活用をというようなお話がありました。 

（石阪委員長） 

 皆さん、そうおっしゃったような気がし

たので。 

（松本課長） 

 徳永委員からも、企業に対して過度に制

限をかけることにならないかというような

ご意見を前回いただいたところです。 

（石阪委員長） 

 難しいですね。扱いがまず難しいですね、

これはどうなのか。 

（松本課長） 

 委員会の中では、ジェンダー表現を中心

に、この表現は性別役割分担意識の刷り込

みにつながってしまうのでやめようという
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ようなお話をしてきました。 

 今後、法的な部分でまたご相談させてい

ただくこともあるかもしれません。 

（石阪委員長） 

 私もそれを危惧していて、区にも弁護士

がいますので、相談しながらどうやって対

応するかということになると思うんですが、

ただ、先般、区長と会ったときは、物すご

くこれに対してはやる気でしたので、これ

は絶対にやりたいと。そういう考え方です

から、多分区だったら争うんじゃないかな

と思います、場合によっては。 

 だからそうなったときに、なかなか難し

いですね。法的な問題ですから、我々が中

にコミットするのは難しいんですけれども、

皆さん、委員会として、この会議体として

皆さんがどうお感じかということは一つ、

ご意見として伺ってもいいかなと思います

けれども。 

 どうでしょうか、この問題。 

（佐藤委員） 

 素人判断で申し訳ないんですけれども、

禁止するもの、もしくは制限するのは２種

類あると思っていて、１つはワード、単語。

ワードと、プラス必要なのが多分、目的論

だと思うんですけれども、どういう目的で

そのワードが使われたか、この２つをちゃ

んと定めてあげる必要があるんではないか

なとちょっと思いました。 

 例えば、「奥さん」とよく言いますけれ

ども、昔は全然問題なかったのに、今はだ

んだん、奥という言い方がどうなのと、家

内じゃなくて、妻じゃなく、奥さんという

言い方が気になる人もいるぐらいなので、

やっぱりワードもだんだん時代とともに変

わってくるので、そういう意味でいうと、

単語だけを規制するようなやり方ではなく

て、目的がどうだったかというところまで、

何かアドバイスしてあげられるようなこと

の内容になっていればいいのかなと、ちょ

っと思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 はい。ほかはどうでしょうか、ご意見で

すけれども。 

（片野副委員長） 

 実は私、これはすごく助かった事例なん

ですね。例えば何かを作ったりするときに、

やはりこういう基準みたいなものがあると、

例えばチラシ１枚作るときでも、実は私、

この間大きなイベントをやっていて、デザ

イナーさんがあげてきたものに、やはりジ

ェンダーの偏りとか、この視点で見ると、

これはちょっとエヌジーだなと思うことが

あったんですね。 

 そういうことをしていくうちにやはり皆

さんの意識も変わってくるのかなと。やは

りチラシを見ても、子どもから高齢者まで

全部映って、男女が両方映ってと、登場人

物が倍ぐらいになっちゃったんですけれど

も、でもそこまでやっていくことが多様性、

皆さんを受け入れているイベントであると

いうことが分かるので、やはりこういう細

かいところに、こういうものがないと気が

つかないというのも、たまたまこれをやっ

ていたから私も気がついたところがあるの

で、こういうものがあることは決して、表

現の自由を侵害しているふうには私は取ら

ない、取れないですね、一般区民としては。

だからあったほうがいいという意見。 

 まだ私はパブリックコメントを書いてい

ない、あしたから書こうと思っているんで

すけれども、これは書かせていただこうか

なというふうに思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 
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 ほかはご意見いかがでしょうか。 

（小川委員） 

 私もせっかくここまでまとめられて、丁

寧に出来上がっているものを利用しない手

はないと思うんですよね。やはり何らかの

ときに、こういう目安となるものがあって、

それ以上奥に入りたい方はプロの方にご相

談なり何なりして、その手前で大概、生活

は繰り広げられているので、そうしたとき

に、あ、あのときはこうだったわねという

物差しの、バロメーターとして利用すると

いうことはすごく便利かと思います。 

（石阪委員長） 

 皆さん、やはり民間の方も便利だという

ご意見が多いですね。これがあると、例え

ば自分たちで何か広告を出す、広くイベン

トを開く、そういうときに、例えばこうい

う表現は使ってはいけないんじゃないかと

か、難しいんじゃないかと。区のほうがあ

る程度ガイドラインを持っていれば、それ

に合わせてすることができる、こういうご

意見もあります。 

 むしろ逆に、広く民間の中で活用したほ

うがいいというご意見ですね、お二方とも、

恐らくね。 

（小川委員） 

 安心して使えるということです。 

（石阪委員長） 

 そういうことですね。 

 ほか、委員の皆さん、どうですか。 

 ただ、逆の考えの方もいますかね、どう

なんでしょうか。こういうものが民間の中

で流れてくると、一方で、自由な表現とい

うものができなくなってしまう。表現活動

に支障を来すという方も恐らくいらっしゃ

るのかもしれません。 

 先ほどあったように、いろいろな言葉の

問題もありますから、この言葉は使えない

と。特に漫画とかアニメもそうですけれど

も、たしか、その団体の方もそうだったと

思うんですが、自由な表現に困ってしまう、

この表現が使えないと別の言い方をしなけ

ればいけない。エンターテインメントの世

界では、やはりこういったものというのは、

逆に我々の活動を縛るものだというような

解釈もできるのかもしれません。 

 そのあたりをどう捉えるかということで

すね。どうでしょうか。水野さん、どう思

いますか。 

（水野委員） 

 言われてみればという感じなんですけれ

ども、やはり区で運用する部分ではいいの

かなと思うんですけれども、民間で出して

いる写真とか、そういう表示、絵画のもの

とか、指摘されると使えないんじゃないか

というふうに思ってしまうと、そういう経

済的な影響もかなりあるんじゃないかなと

思うと、区で、この表現ガイドは、こうい

うのを案として民間でぜひ使っていただい

ていいと思うんですけれども、こういうふ

うに努力義務化というふうに示されると、

民間として困られる方もいらっしゃるのか

なというのは、ちょっと思いました。 

（石阪委員長） 

 この９条のことですね。 

（水野委員） 

 ９条ですね。 

（石阪委員長） 

 そういうご意見、特に表現をされる側の

ほうのご意見としては恐らくそういった、

表現の規制につながると、こういった意見

も出てくるのは考えられるということです

ね。 

 ほかはいかがでしょうか。これは決着は

なかなかつきづらい。この場ではどうにも

ならないですが、むしろ皆さんのご意見を
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いただきたいなと思いますが、皆さんどう

ですか、ご意見で構わないです。どちらの

立場に立つかにもよるんですけれども。 

（小島委員） 

 私もふだん国の仕事をしていますので、

企業側の意見と、こちら、国からのメッセ

ージの伝え方とか、あとは求職者側からの

捉え方とか、それぞれの違いがどうしても

出てきますので、そこをどこですり合わせ

ていくかというのが多分難しいところだと

思うんですけれども、ちょっと個人的な意

見かもしれませんけれども、やはりこの第

９条をもう少し変えられるのであれば、柔

らかい表現にできるところがあったら、そ

れで企業が受け入れてくれるのかは分かり

ませんけれども、その辺のすり合わせがで

きたら、もう少し違うのかなという感じが

いたしました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ちょっと全員に聞いてみましょうか。平

井さん、どう思われますか、この問題。 

（平井委員） 

 私たち、出前授業とかをやるときに、こ

ういったことも参考にさせていただきたい

という意見を前回申し上げたんですけれど

も、というのは、民間でそれと似たような

事業をされている方のお話を聞いても、も

うそちらの方のほうが、もっと前からこう

いった表現に気をつけてやっていますとい

うようなことがありましたので、やはり今

こういった多様性とか、昔はなかったけれ

ども、今はどんどんそういうことが考え方

として取り入れていくような風潮にあると

思うんですね。ですから、必要は必要にな

ってくるんじゃないか。あったほうが、す

ごく参考になるということもあります。 

 ただ一方、表現の自由というのもすごく

微妙な問題で、どこまでがどうなのかとい

ったところというのは、これから多様性が

重視されていくので、その刷り込みに陥ら

ないためのこういったガイドの必要性とい

うことと、表現の自由のバランスが、どち

らも取っていくのかということでなかなか

難しいところではあるかなと思うんですけ

れども。 

 あと、一つ思ったのが、９条のところで、

「何人も」というのがちょっと強い感じに

なるのかなというのがあって、法律用語で

きっと何人もと、前の条文なんかも出てい

ますけれども、小島委員のおっしゃったよ

うに、例えばそこを柔らかい表現になるな

ら、例えば区長が推奨していくとか、そう

いう表現だったら、多少強制力が。 

（石阪委員長） 

 主語が、要するに区民全員がという意味

ですもんね、「何人も」だと。 

（平井委員） 

 となっていますから、主語を区側のほう

に変えることによって、区の努力義務とか

いうことになるかもしれないなと、ちょっ

と思いました。 

（石阪委員長） 

 簡単にいうと、これを変えるか変えない

かは別として、もっと区の発信する情報に

ついてはということであれば問題ないだろ

うと、そういうことですね。 

（平井委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 民間の活動を奪うわけではなくてと、そ

ういうことですかね、恐らく。 

（平井委員） 

 そうですね。私は表現ガイドはあったほ

うがいいとは思いますけれども、いろいろ
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な立場の方がいらっしゃいますので、それ

を考えると、そういったことも一つかなと

思います。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 田中さん、いかがですか、どう思います

か。 

（田中委員） 

 気にされる方は気にするんだなというふ

うに感じるだけですね。 

（石阪委員長） 

 私もどちらかというとそういう感想です。 

（田中委員） 

 そうですね。ああ、そうなんだという、

私はそういう印象しか持たなかったです。 

 表現の自由であれば、ここ、いいんじゃ

ないかなというところも含め、いいんじゃ

ないかな。 

 気にされる方と気にされない方の違いだ

と思うので、そこまでという気もしますが、

易しい表現とかいう気遣いというか、そう

いうのも必要なのかなという思いがないわ

けでもありません。そんな感じです。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 山下さんは。 

（山下委員） 

 私もどちらかといえばそういう感じなん

ですが、丁寧に書いていただいていて、こ

こまで気にする必要ないんじゃないかなと、

正直私も思ってしまうので、ちょっと堅い

感じで書かれると、どこからどこまでのと

いうのがちょっと、そこまで気にしなくて

いいんじゃないかなというほうの側なので、

そこまでしなくてもいいんじゃないのかな

というのもあったりするんですけれども、

やはり企業とか、そういう方とかいうのは

揚げ足じゃないですけれども、そういうの

を探して、見つけて言うのかなと思ったり

していて。 

 ただ、田中さんと同じような感じで、気

にする人は気にするんだなという、人それ

ぞれの価値観と考えもあると思うので、何

とも一概には言えないですよねというふう

に思いました。 

（石阪委員長） 

 ９条自体は別に否定されるようなもので

はないということですかね。 

（山下委員） 

 はい。 

 だけど、堅苦しく書かれちゃうと、基準

がちょっと分からないのかなというのも思

いました。どこからどこまで、こうやって

書いてはあるけれども、気にはするけれど

も、どこまでいいのというのが、ちょっと

やんわり分かりやすく書いていただいたほ

うが。 

（石阪委員長） 

 これを見ても分からないですもんね、取

りあえずは。 

（山下委員） 

 私たちはここで決めたり何だりというの

かできるからいいんですけれども、企業の

方にこれをばっと渡したときに、こうやっ

て書いてあるけれども、これはどこまでい

いのというところで思うと思うんですよね。

そのときに基準が、ここまでだったらいい

ですよというのが言えるラインがあるのか

ないのかで、やりやすさ、やりにくさとい

うのが出てくると思うんですよね、一般企

業の方というのが。そこをだから、堅苦し

くというか、こういうふうにちゃんと丁寧

に記載しないと分からないというか、そう

いうふうにしなきゃいけないという手前も

あるので、どこまで言葉を崩して、文章を
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載せなきゃいけないと、そこも突っ込む方

とかもいらっしゃるんでしょうし、難しい

ところですよねと思いました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 亀田さん、どうでしょうか。 

（亀田委員） 

 私は、このあだち公的表現ガイドは、個

人的にも全然問題ないと思いますし、あと

は民間企業に勤める立場としましても、こ

の内容のことは多分、最低限、頭の中に置

いて日常生活を送っていることかなと思う

ので、本当に問題はないと思います。 

 ただ、こっちの条例については、ちょっ

と自分もそんなにちゃんと読み込めていな

いのと、専門用語というところが私もいま

いちよく分からないので、そのあたりはま

た改めて勉強させていただきたいなと思い

ます。 

（石阪委員長） 

 一通り、皆さんにご意見を伺いましたけ

れども、公的ガイドのほうは、恐らく皆さ

ん、普通にお配りしてもいいんじゃないか

と、前回のご意見と同じだと思うんですが、

条例については引っかかる方がかなり多か

ったのかなと。 

 特に、やはり主語が「何人も」と、つま

り民間も一般の個人も含めて、全部これを

守らなきゃいけないということが恐らく強

過ぎるんじゃないかというご意見だと思う

んですよね。こういうご意見だったと思い

ます。 

 いかがでしょうか。 

（小川委員） 

 「何人も」を外しちゃいけないんですか。 

（松本課長） 

 そうですね、対象が誰か…… 

（石阪委員長） 

 そうですね、対象が誰かが。 

（小川委員） 

 すんなり入る箇所と、この９条に関して

は、その「何人も」というのがすごく、そ

のくだりがあるだけで違和感が。 

（石阪委員長） 

 例えばこの上の８条なんかを見ても、暴

力は何人もしちゃいけないみたいな、それ

の流れで来ているわけですね、区民全員が。 

（小川委員） 

 そうですね、だからなくても……、そう

すると、一時的ですけれども感覚を、強く

反撃能力を目覚めさせなくて済むんじゃな

いかなと思いますけれども。 

（石阪委員長） 

 そうでしょうね、そういうご意見もある

でしょうね、「何人も」が強過ぎる。 

（松本課長） 

 今、係長が調べてくれて、うちの９条に

関するようなものですと、他自治体でも、

豊島区や、栃木県、長崎県、八王子市、静

岡市、大阪市など、やはり同じような条文

が、どの男女共同参画の条例にも入ってい

る。 

 豊島区の条文は今持っておりますので書

き方を見ますと「何人も、公衆に表示する

情報において、性別等に起因する人権侵害

を助長することのないよう配慮しなければ

ならない」、こちらの記載の方がより包括

的で、足立区は具体的に書いてあるという

部分に違いがあります。 

（石阪委員長） 

 そうですね、「もしくは連想させる表現

を行い、過度の性的な表現」と、かなり表

現に関すること。 

（松本課長） 

 豊島区のように、例えば「性別等に起因

する人権侵害を助長することのないよう配
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慮しなければならない」という書き方です

と、弁護士の先生方、これはどうでしょう

か。 

（石阪委員長） 

 よりアバウトになりましたけれども。規

制するようなイメージは、あまりなくなら

ないのかな、どうなんですか。 

（松本課長） 

 より分かりにくくなりますがいかがでし

ょうか。 

（石阪委員長） 

 分かりにくいは分かりにくい。要するに

何なんだと。 

 これは駄目ですか、先生。 

（徳永委員） 

 「配慮しなければならない」というのは、

言い換えれば配慮義務と読めます、自然な

感じでは。 

（松本課長） 

 もっと強い感じになりますか。 

（徳永委員） 

 ただ、禁止の、抵触行為に対する罰則み

たいなのはないですね。 

（松本課長） 

 ありません。 

（徳永委員） 

 だからそれできっとクリアするんでしょ

うけれども、今、こっちは努力義務だから、

直接規制になっていないというところで問

題はクリアできると思うんですけれども、

より直接的で強く、かつ、性別等に起因す

る差別を助長する…… 

（松本課長） 

 「起因する人権侵害を助長することのな

いよう」。 

（徳永委員） 

 どれがそれで、どれがそれじゃないのか、

多分相当分からないと思うんですよね。 

（松本課長） 

 より分かりにくくなっています。 

（徳永委員） 

 だから、僕がやる行為はこれに抵触して

しまうのか分からないんだったらやめよう、

それが萎縮効果なので、よりよくはない。

消極的になっちゃいますけれども。より問

題になりやすいかなと。 

（石阪委員長） 

 橋本さん、どうですか、今の豊島区のは。 

（橋本委員） 

 「配慮しなければならない」、配慮の義

務が出てきちゃうので、努力義務より、さ

らに一歩進んでいる話になるので、そうい

う意味では、まだこっちのほうが、「努め

なければならない」というほうがやんわり

というイメージはありますし、仮に、どう

いう趣旨かは分からないですけれども、そ

のパブリックコメントというのが、結局そ

ういう表現をしたいということなのか、極

端な話、過度な性的な表現を行いたいから、

そういうことをおっしゃっているのか、そ

の辺が私もよく見えないなと。 

（石阪委員長） 

 恐らくそういうことじゃないかな。 

（橋本委員） 

 ただ、それをやったから、じゃ、それが

この条例に違反してどうこうという話でも

ないし、罰則とかいうことでもないので、

それが果たして、本当にそういう表現をし

たいという方は別にすればいいと思うしと

いう感じだと思うんですけれども。 

（石阪委員長） 

 過度の性的な表現がしたいどうか分から

ないですけれども、少なくとも表現に対し

て何らかの規制が加わることをよしとしな

いという方はいらっしゃると思うんですよ

ね。だからそこのあたりかな。 
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 例えばこのガイドラインを見ても、こう

いうことで規制されるんだったら、逆にい

うと、我々の活動や表現というのは、かな

り影響が出てくるというふうに思うんじゃ

ないですかね。 

 今のお話ですと、他の自治体にもこれに

類するものがあると。足立区もその同じよ

うな、表現は多少違うにしても、これに該

当するものがあるということですから、そ

れも一つ残すための論拠にはなるのかもし

れない。別に足立区だけが特別なものをつ

くっているわけではないということですよ

ね。 

 しかもこれは罰則規定がないんですよね、

実は男女共同参画の条例は。どこにも何一

つ、例えばこれを犯したら罰金幾らとか、

そういうことは一切ないので、これは努め

なければならないと。もし努めなかった場

合、だからといって何かペナルティーがあ

るかというと、特にないということもあり

ますから、削除するというところまでいく

のかどうかですね。これはちょっと分から

ないですけれども。 

（松本課長） 

 皆様のご意見を参考にしながら、今後ど

うするか。条例については、また来年度の

委員会でもお話ができると考えております。 

（石阪委員長） 

 私もこの条例ができたのはかなりもう前

なんですね、実は。平成15年、10年ぐらい

たっているんですね。ですから、ある程度、

表現、中身の見直しであったり、例えばタ

イトルも、足立区男女共同参画社会推進条

例。今、最近は条例はかなりいろいろな名

前にしてみたりとか、表現もあります。例

えばジェンダー平等にかかるような条例と

か、あるいは性の多様性の問題も実はあり

ますから並べて表記するというような形も

出てきています。 

 条例の見直しについては、次年度に持ち

越すことに多分なると思うんですが、また

もし皆さん、お気づきの点等かありました

ら、特に委員を留任される方がいましたら、

ぜひ、また問題提起いただければと思いま

す。 

 この件については、区当局のほうで対応

していただくということになりますが、皆

さんからいただいたご意見については、参

考にさせていただくということにします。 

 

２ 男女参画プラザ講座業務委託に関する 

  ３月期評価（下半期） 

（石阪委員長） 

 ちょっと話を一旦ここで区切って、いか

がでしたでしょうか、評価のほうですけれ

ども、お願いできますでしょうか。 

（秋谷主任） 

 大変お待たせしました。 

 評価について、評価評定集計表を皆さん

のお手元に配らせていただきました。 

 こちら、それぞれお手元の左上に小さく

アルファベットが手書きで入っているかと

思うんですけれども、そこのアルファベッ

トの文字がご自身の委員さんの評価いただ

いた欄になっておりますので、合っている

かどうかも含めてご確認いただければと思

います。 

 そして、この中で、集計表の右側の数字

のほうが平均値ということで、集計した結

果になっております。 

 こちら、ちょっと縦列、横列、繰上げ、

繰下げがありますので、若干数字の誤差が

ありますけれども、最終的に合計で67点と、

委員さんの評定で67点という数字が出てお

りまして、下の２段目の丸ポツの区のほう

で、それぞれ５と入っておりますけれども、
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ここで20点がございますので、評定として

は、67点プラス20点ということで、87点の

評価数字が出ております。87点ということ

は、90点までがＢ評価ということになりま

すので、今のところ、Ｂ評価という形の数

字が出ております。 

（石阪委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 １つ、斜線がついているのは、これは何

ですか。オーイーのところで、これはゼロ

点ということ。 

（秋谷主任） 

 これは人選の評価ができないということ

で。 

（石阪委員長） 

 評価不能ということですかね。 

（秋谷主任） 

 評価不能というところで。 

（石阪委員長） 

 では配点としては零点ということにして

あるわけですね。 

（秋谷主任） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 ということです。 

 一番低い方が50点、一番高い方が80。 

 それでは、特に皆さん、ご意見がなけれ

ば、この素点を基に評価をして、平均が67

ということになりました。 

 ですので、一応、継続には問題ないとい

うことでよろしいですか。 

（秋谷主任） 

 はい、Ｂ評価というところで。 

（石阪委員長） 

 Ｂ評価。 

（秋谷主任） 

 Ｂですね。 

（石阪委員長） 

 Ｂですね、Ｂ評価。これはＢにプラスと

かマイナスとかはつかないんですか。 

（秋谷主任） 

 ないです。 

（石阪委員長） 

 ないですね、ＢはＢですね。Ｂ評価とい

うことですね。かなり高い評価だと個人的

には思いますけれども、ですので、この委

員会としては、次年度以降も継続して、頑

張っていただきたい、こういう意思表示が

なされたということにさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 はい、それでは事項でいうと、公的ガイ

ド、それから男女共同参画行動計画につい

ては、よろしいでしょうか。 

 それでは時間が少しありますので、最後

ということもございますから、お一言ずつ、

この２年間の感想であったり、あるいは気

づきのようなものでも構いませんけれども、

手短にお話しいただいて、今年度の会議を

終了とさせていただきたいと思います。 

 今度は水野さんからにしましょうか。ち

ょっと期間としては短かったですけれども、

いかがでしたでしょうか。 

（水野委員） 

 私も本当に１年足らずの委員だったんで

すけれども、こういう表現ガイドですとか、

様々、皆様の意見を伺って、勉強になりま

した。 

 私がいろいろ受けている区民の方からの

相談と具体的な内容と、こっちの今進めて

いることが合致するかというと、なかなか

それが具体的に問題解決につながらないよ

うなことはまだまだたくさんあるんですけ

れども、私自身も、主婦もやっていますし、

女性の視点でいろいろ大変なところはある

んですけれども、こういうところから一歩

一歩また進めていかれるといいのかなと思
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います。 

 私もまた、委員として留任できるように

また頑張ってまいりますので。 

 ありがとうございました。（拍手） 

（佐藤委員） 

 私は、２年目で、２年間いろいろ、本当

に知らないながら、皆さんに教えていただ

きながら、やってこられたのは、すごく満

足しています。 

 いつも自分で思っていたのが、なるべく

ほかの方が言わなかったこととか、違うこ

とを言おうと思って、場のテーマから外れ

てしまったこともあったかもしれないんで

すけれども、ただ、発言できたこと、発言

させていただけたことは、すごく感謝して

います。ありがとうございました。（拍手） 

（亀田委員） 

 ありがとうございました。私もふだんの

仕事とは違う場で、本当にいつも勉強させ

ていただいて、ありがとうございます。 

 私はここで学んだというか、意見をたく

さん教えていただいたり、こういったこと

をまた自分の社会人生活の中でも生かして

いけたらいいなと思っているので、引き続

き、こういったところにいつも自分の気持

ちを置いて、考えながら生きていきたいな

と思っています。ありがとうございます。

（拍手） 

（橋本委員） 

 私のほうは途中から参加ということで、

かなり短い期間ではあったんですけれども、

ふだん聞きなれない、片仮名の言葉が非常

に多くて、正直、最初は分からなかったと

ころもあったんですが、非常に勉強させて

いただいて、今後の人生に役立てていけれ

ばなというふうに思っています。ありがと

うございました。（拍手） 

（山下委員） 

 私も２年間、１期終わり、いろいろ知ら

ないことも本当にいっぱいあって、自分も

いろいろ勉強させていただいたのもあった

んですが、当事者の、シングルマザーの当

事者として、こうやって皆さんがいろいろ

考えて、いろいろしてくれているんだなと

いうことをすごく実感しまして、すごくあ

りがたいなと、これからももっと、自分の

その立場になって、こうやって発言できる

場所に環境にいるので、そういう人たち、

この暴力のＤＶとか、そういうマナー講座

とか、そういうやつも、私は実際知らなか

ったんですね、その当時は。だからそうい

う方ももっといらっしゃると思うので、ど

うやったら周知できるのかというのをこれ

からちょっと学ばせていただこうと思って

います。 

 来年度もいる予定なので、よろしくお願

いします。（拍手） 

（田中委員） 

 ２期４年務めたと思います。 

 この資料３の14ページにもあるように、

ＰＴＡ小Ｐ連合会に占める女性の会長の割

合が、今16.5と、まだまだ少ないので、ど

ちらかといったら、まだまだＰＴＡのほう

も男性社会なのかなと。 

 また、校長先生からも、女性よりは男性

という言葉を一度聞いてしまったので、そ

こは、どうよ、足立区のトップは誰なのよ

と言ってやりたいなというのを、これは発

言が載るので、見ていただければと思いま

すけれども、ちょっとそれはどうなのかな

という発言、トップが言う言葉ではないな

ということもありましたので、ただ、中Ｐ

連への審議会に推薦をお願いしますという

文言のほうにも女性限定と書かれていたの

もちょっとおかしいのかなと、どうなのか

なというのを感じながら参加したところで
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はありますが、いろいろ学べることがあり

ましたので、ちょっと私は今年度で終わり、

ＰＴＡ会長のほうも子どもが中学校を卒業

しましたので、終わりになります。 

 今度、区民の方々、自分もそうですけれ

ども、地域の方のお役に立てることに生か

せればなと思っております。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

（平井委員） 

 私はふだん、会社さんの支援を仕事にし

ておりまして、ワーク・ライフ・バランス

ですとか、女性活躍推進の支援とかが割と

多いんですけれども、その働いている年代

の方を対象にいつも大体考えざるを得ない

ので、その範囲で考えていたんですけれど

も、こちらの委員会に参加させていただい

て、いや、それは働く年代になる前の教育

の問題もあるし、あるいは定年した後に、

割と男性の孤立化が足立区は多いというよ

うなこともこちらのほうで学ばせていただ

きまして、視野が広がったということを感

じております。 

 来年以降はちょっと分かりませんけれど

も、またこちらでいろいろな情報もいただ

いて学ばせていただきましたので、これか

らの自分の仕事にも、足立区にも役立てて

いけたらと思っております。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

（小川委員） 

 平井委員の、さらに職場で言えば、その

上の考え方で今までずっとここに入るまで

は通してきました。いわゆるコストの面と

か、そういうことを考えて、あ、ここが悪

ければ、ここをカットして、ここをつなげ

てと、そういう即効性がある、そういうよ

うな社会の見方をしてきました。 

 私、２期を務めさせていただきまして、

４年になりまして、本当の身近な、私も年

寄り、私のほうも年齢はかなりいっていま

すけれども、それでももっと高齢者の、そ

の高齢者に対する介護とかジェンダーの問

題とか、およそ私の生活には無縁だったん

ですけれども、皆さんのご意見とか、いろ

いろな資料を拝見させていただきまして、

もう全部つながりがあって、なおかつそこ

に私の目や生活が行き届いていなかった無

能さといいますか、そういうのに気づかさ

れ、大変お勉強させていただきました。 

 これからもまだまだ、特にジェンダー問

題なんかは根深いものがあり、それに絡む、

また貧困、これは足立区が抱えても抱えき

れないほどの大変な問題なんですけれども、

少しずつ、私、この４年間で感じたことは、

何となく、今の桜じゃないですけれども、

少しずつどこかで私たちが意見を出して、

区長が相談に乗ってくださって、やろうと

おっしゃってくださった、そういうものが

膨らみ出してきているようなきざしは、私

の中で感じることができまして、それがす

ごくうれしいです。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

（小島委員） 

 １年間ありがとうございました。ふだん、

女性の方を支援する立場で、また、セミナ

ーとかも私のほうで企画したりいろいろや

っている関係で、今回こちらのほうに参加

させていただいたことで、足立区様がすご

くこういった分かりやすいリーフですとか、

取組をされているということで、大変勉強

させていただきました。 

 また、お会いする機会がありましたら、

ぜひよろしくお願いいたします。（拍手） 

（徳永委員） 

 今年で５年目、４年目、ちょっと忘れて

しまったんですけれども、結構長く委員を
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やっているんですけれども、学識経験者枠

で入ってきているんですけれども、あまり

明るくないテーマなので、自分の学識を発

揮できないまま５年がたち、ただ、最後に

ようやく、表現の自由が問題になって、こ

れは自分の得意分野なので、やっと学識が

発揮できるときが来たなと思って、最後、

委員長とも激論になったんですけれども。 

 ちょっと皆さんのご意見とかも聞いてい

て、お伝えしたいことがあって、やはり表

現の自由という問題と差別の問題はかなり

激突する場面が多いんですね。それはヘイ

トスピーチの問題とか、あと今回のような

問題とか、アウティングにも多分そういう

問題が生じると思うんです。 

 この中、よく２項対立が起きがちなので、

やはりすごくそれは悲しいことだなという

ふうに思うんですけれども、分かっていた

だきたいのは、２つのどちらも基本的人権

とされているものなんですけれども、どち

らも大切な権利であるということをいま一

度、ご承知おきいただきたくて、いずれも

個人の尊重という憲法の基本理念を達成す

るための必要な基本的人権でありますし、

表現の自由というのはとりわけ尊重されて

いて、やはり今、大陸で起きているような

ことを見ても、どうもそれが保障されてい

ないような国々とかを見ていただくと、多

分その大切さがいま一度お分かりいただけ

ると思うんです。 

 片や、もちろん差別の問題も、それもマ

イノリティーを置いていかない、個人の尊

重の問題だし、どちらの権利もそれぞれ私

たちが国や地方自治体の民主主義に参画し

ていく上で重要な権利ですので、なので、

この難しい問題だということをいま一度お

分かりいただいて、ただ、直感的にこの表

現が、よくない表現だから制限するという

安易な考えに流れないでいただいて、いろ

いろな難しい問題があるんだということを

お分かりいただければというふうに思いま

す。 

 もし来年―５年目だと来年はおのずと

あるんですかね、分からないですけれども、

来年もっと活躍できればと思っております。

どうもありがとうございました。（拍手） 

（片野副委員長） 

 私も正直、何年目だったか忘れてしまい

まして、３年目じゃないか、４年目どっち

でしょうか。３年目だと思います。 

 この委員会、ほかのいろいろな委員会に

も参加させていただいていますけれども、

非常に議論が活発で、毎回お勉強させてい

ただいていたということを自分で思ってい

ます。 

 女性団体連合会というのは女性の意見が

集まってくる場所でもありますので、本当

に昨日もなんですが、介護を、前にここの

委員をやっていらした方が、家族で介護す

る方の相談を受けているＮＰＯをやってい

まして、見たら、半分以上が男性の方が参

加者だったんですね。すごく変わっている

んだなと。今、お連れ合いの看病をされて

いるんですね、介護をされている方たち。 

 やはり男女共同参画は物すごく幅広くて、

いろいろな側面があるので、一つに絞って

討議するのは非常に難しい。でも、絶対に

なくなっちゃいけないものだと思うんです

ね、この検討する場が。 

 ですので、私は来年もこちらに参加する

ことができたら、やはりそれを学ばせてい

ただいて、それを区民の活動と結びつけて

いくようなことをしていきたいなというふ

うに思っています。 

 この委員会に出て一番うれしかったのは、

今日、８次の計画書にジェンダー平等とい
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う言葉が使われていて、とてもうれしかっ

たです。男女共同参画は分かりづらいとい

うことをお伝えして、幾つか意見も取り入

れていただいて、こうやって自分の意見が

形になってくる場というのは非常に大切、

区民にとっても非常に大切な場ですので、

もう本当にこれからもこういう委員会であ

っていきたいなと思うので、皆さん、本当

にありがとうございました。学ばせていた

だきました。（拍手） 

（石阪委員長） 

 それでは最後になりますけれども、私が

多分一番長いんですかね、私がまだ未来大

にいたときですから、かなり前にこちらの

席に座らせていただいて、議論をスタート

しました。 

 当時は第６次から７次に移るぐらいのと

きだったので、足立区はまだワーク・ライ

フ・バランスにすごく注力していて、様々

な支援をしていたわけですけれども、実は

それから様々な課題が出てきました。 

 足立区は、でも行動が早いですね、すご

くね。パートナーシップとかファミリーシ

ップ、あっと言う間にできてしまう、３か

月ですね、正味。あれもできてしまいまし

たし、それから今回の計画も、本当にトレ

ンドを全て盛り込んで、短期間の間でした

けれども、事務局の方にご尽力いただいて、

すばらしいものができたと思っています。 

 ただ、これだけボリュームがあるという

ことは、それだけ男女共同参画に関わる問

題というのは、どんどん広がってきていま

す。私は常々言っているのは、男女共同参

画部局だけが頑張るんではなくて、この施

策の基本的には横串を差すようなイメージ

じゃないと進んでいかないと。ですので、

どの部局、あるいはどんな人たちもこの男

女共同参画に対する計画や決まりをみんな

が意識しながら行動していくと、そういっ

た視点を持たない限り、なかなか進んでい

かないなと思っています。だから、部局と

して頑張っても、なかなかこの計画という

のを達成するのは難しい。 

 何よりも区民の皆さんのご協力がなけれ

ば、これは前に進まないので、これは様々

な数値目標もありますし、いろいろな新し

い視点も入っていますので、ぜひこれを今

後は周知していただいて、それをどこかで

活用していただくような、そういう活動に

つなげていただきたいと思っています。 

 この場は、どちらかというと皆さんから

ご意見をいただく委員会としてありますけ

れども、本日でこの委員の職を辞す方も多

分いると思います。そういう方も一応援団

として、この計画であったりガイド、この

ガイドもそうですけれども、いろいろな形

で、こんなことを区はやっています、こん

なことにぜひ協力してくださいということ

でご活躍いただければと思います。 

 私はまだどうなるか分かりませんけれど

も、恐らく足立区とはいろいろな意味で腐

れ縁というか、埼玉に行ってからもいろい

ろなところでお呼びいただいているので、

僕は区民ではありませんけれども、また皆

さんのコーディネーターとして、こういう

形で活躍させていただければと思っていま

す。 

 それでは私のほうは以上ですけれども、

最後、せっかくですから課長にお話をいた

だきたい。 

（松本課長） 

 皆様、１年間、また２年間お世話になっ

た方々もありがとうございました。おかげ

さまで計画も表現ガイドもここまで完成さ

せることができました。 

 これを掲げてまだ続けていきたいのです
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が、人事異動がございまして、残念ながら、

私は今日でこの委員会が最後となります。

表現ガイドについても、アンコンシャスバ

イアス視点を入れてやっていくというのは、

新しい取組になります。来年度、これをや

れないのは非常に残念ではありますが、次

の学務課では給付型奨学金ですとか、おい

しい給食、給食費無償化等、様々な課題も

ございますが、そちらでもジェンダー平等

の視点を持って仕事ができたらいいなと思

っております。 

 引き続き、皆様と一緒に足立区の施策を

進めていきたいと思いますので、ご協力を

どうぞよろしくお願いいたします。ありが

とうございました。（拍手） 

（石阪委員長） 

 そうなんですよ、ここまでつくっていた

だいて、完成を見ないまま、ほかのところ

にいってしまうという、多分非常に残念だ

と思うんですけれども、課長さんには本当

にご尽力いただきました。いろいろアイデ

アを出していただいて、この間も調整もい

ただきました。 

 そういう中で、新しい方が４月以降は来

られるということですけれども、またぜひ

違う部署に行っても、こちらのことを忘れ

ずに思い出していただければと思います。

ありがとうございました。 

（松本課長） 

 ありがとうございました。 

（石阪委員長） 

 それでは本日の議題ですけれども、一応、

以上で終了ということになります。 

 委員の皆さんから何かありますでしょう

か。よろしいでしょうか。 

（小川委員） 

 これ、名刺サイズの、私、あえて２階の、

毎回来るたびに違うお手洗いを借りるよう

にしているんですね。それで今日は２階を

借りまして、いろいろな名刺サイズのご案

内が置いてあったんですけれども、その中

の１枚です。 

 これは桜色に文字が３行、４行入ってい

るだけなんですね。これはあえて、「誰に

も話せないことを話せる場所がある。」た

だ、これだけなんですよね。 

 ちょっとせっかく工夫して置いたのにも

かかわらず、連絡先が中にびっしりと入っ

ているんですね。やはり中の連絡先を一、

二か所でもいいと思うんですけれども、こ

れを４行の文字じゃなくて、悩みポーズと

か、涙のポーズとか、イラストとか、そう

いうので、眼鏡をかけなくても見える、感

じる、そういうものに訴えることが少し、

はっきり言って下手かなと思います。 

 私、法人会で広報委員長としてずっとや

ってきて、46法人会があるんですね。ここ

の中で１番になろうと思って先輩方がある

程度の下地をつくってくれたので、せっか

くだからナンバーワンにしようと思ってい

ろいろ工夫したんですね。そんなときにイ

ラストとか、まず仕事をやっているのに、

こんなのいちいち読んでいられないよと言

われた、そういう人たちの声をまず第一に

吸い上げて、イラストをすごく入れたりと

か、キャッチコピーを入れたりして、端的

にやっていたんですね。そんなことから、

少しこういうことに、まあ、きれいねと思

って、中を素直に見ればいいだけのことな

んですけれども、今日はそういうふうに思

いました。 

 やはりせっかくお金をかけて作り上げる

ものだから…… 

（山下委員） 

 逆にそうしているんじゃないですか。逆

にそうしていると思いますよ。 
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（小川委員） 

 だからそう思ったんですよ。思ったんだ

けど、その狙いは分かっていました、私も。

分かっていました、その上で、やはりこれ

は年頃の、もしくはもっとデリケートな人

たちに訴えるものだから、文字よりも、何

かもっといいキャッチがあるんじゃないか

な、皆様の頭脳を寄せ集めればと、私、そ

う思って、今マイクを使わせていただきま

した。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ご意見として承っておいて。 

（松本課長） 

 お伝えしておきます。 

（石阪委員長） 

 毎回、多分更新されていくと思いますの

て。 

（小川委員） 

 たまたまこれがということだと思います。

よくやっていらっしゃるとは思いましたけ

れども、特にこれは気になったものですか

ら。 

（石阪委員長） 

 こういうご意見があったということをお

伝えいただければ。 

 ほか、委員の皆様からよろしいでしょう

か。 

 

４ 事務連絡 

  （１）来年度の委員会（予定）につい 

     て 

  （２）その他 

（石阪委員長） 

 それでは事務局のほうにお返しいたしま

す。 

（星屋主任） 

 では事務局より事務連絡をさせていただ

きます。 

 まず、（１）来年度の委員会の予定につ

いてというふうに記載があるのですけれど

も、来年度、令和５年度第11期の推進委員

会につきましては、改めて各団体様に委員

の推薦をいただきまして、委員の委嘱をさ

せていただく予定です。 

 なお、委員会の開催時期については、６

月頃からを予定しております。 

 次に謝礼についてのご連絡になります。 

 本日の謝礼については、配付しておりま

す口座振替書をご記入いただきまして、お

帰りの際に事務局まで提出をお願いいたし

ます。 

 それから、その他の資料としてお配りし

ている前回第６回の会議録につきましては、

先日メールでもお送りさせていただきまし

たが、再度お目通しいただきまして、修正

等がございましたら、事務局へご連絡をお

願いいたします。 

 以上となります。 

（石阪委員長） 

 それでは以上をもちまして、本日の委員

会を終了とさせていただきます。 

 正味１年、半年、皆さんどうもおつかれ

さまでした。ありがとうございました。 

 


